
群馬労働局の取組 トピックス
（群馬県最低賃金、小学校休業等対応助成金・支援金）

発信者 雇用環境・均等室

〇群馬労働局の取組をトピックスで紹介します。お役立ち情報を載せていますので、ぜひ貴法人・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

〇ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

厚生労働省 群馬労働局 雇用環境・均等室

① 群馬県最低賃金が令和３年10月2日から「時間額865円」に変わります。

群馬県最低賃金は令和3年10月2日から時間額837円から時間額865円
（28円UP）に変わります。

◎ 最低賃金制度とは、年齢、パートや学生アルバイトなどの働き方の
違いにかかわらず全ての労働者に適用されます。

◎ 最低賃金の対象となる賃金には、臨時又は１月をこえる期間ごとに
支払われる賃金、時間外・休日・深夜労働の割増賃金、精皆勤手当、
通勤手当及び家族手当は算入されません。

◎ 群馬県最低賃金は、群馬県内の事業場で働くすべての労働者とその
使用者に適用されます。また、特定の製造業については、群馬県最低
賃金より時間額が高い特定（産業別）最低賃金が定められています。

◎ 一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用
するとかえって雇用機会を狭める可能性がある労働者については、使
用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低
賃金の減額の特例が認められています。

【最低賃金の確認方法】
１ 時間給の場合 → 時間給≧最低賃金額（時間額）
２ 日給の場合 → 日給÷１日の平均所定労働時間≧最低賃金額（時間額）
３ 月給の場合 → 月給÷１か月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
４ 上記1～３の組み合わせの場合 → 例えば基本給が時間給制で各手当（職務手当など）が月給制などの

場合は、それぞれ上記の1、3の式により時間額を換算し、それらを
合計したものを最低賃金額（時間額）と比較します。

群馬労働局賃金室（027-896-4737）または最寄りの労働基準監督署へ

群馬県最低賃金は

時間額８６５円
令和３年１０月２日から

みんなチェック！ 最低賃金

最低賃金に関するお問い合わせ



厚生労働省 群馬労働局 雇用環境・均等室

② 小学校休業等対応助成金・支援金について！

＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

トピックスのバックナンバー
はHPを見てね！

【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金】
令和3年8月1日から同年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労

働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取得させた事業主を支援しま

す。

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業

などをした小学校など（保育所等を含みます）に通う子ども

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを （助成金リーフレット）

休む必要がある子ども

<問い合わせ先>

小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター

電話（フリーダイヤル）：0120－60－3999

受付時間：9：00～21：00（土日・祝日含む）

＜申請書類の提出先＞

群馬労働局雇用環境・均等室

電話：027－896－4739

8：30～17：15（月～金で祝日は除く）

※支給要件や申請に必要な書類等詳細な内容については、

厚生労働省ホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金（委託を受けて個人で仕事をする方向け）】
令和3年8月1日から同年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となったた

め、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者を支援します。

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等

をした小学校など（保育所等を含みます）に通う子ども

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校など （支援金リーフレット）

を休む必要がある子ども

<問い合わせ先>

小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター

電話（フリーダイヤル）：0120－60－3999

受付時間：9：00～21：00（土日・祝日含む）

＜申請書類の提出先＞

〒137－8691 新東京郵便局私書箱132号

学校等休業助成金・支援金受付センター 宛

（厚生労働省の委託事業者）

※支給要件や申請に必要な書類等詳細な内容については、

厚生労働省ホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html


